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地域経済の好循環及び持続可能な地域社会を 

実現するための地方税財政改革についての意見 

 

令和６年５月31日 

地方財政審議会 

 

当審議会は、地域経済の好循環及び持続可能な地域社会を実現するた

めの地方税財政改革について検討した結果、次のとおり結論を得たので、

総務省設置法第９条第３項の規定により意見を申し述べる。 

 

はじめに 

 

本年は、能登半島地震の発生とともに始まった。今般の地震により、

特に甚大な影響を受けた能登半島の市町は、高齢化率も高く、半島とい

う地理的な制約もあって、地域コミュニティの再生のために乗り越える

べき課題も多い。インフラの老朽化による課題が明らかになった一方で、

今回の震災においては、新たな官民連携による物流システムの構築や、

ドローン・通信サービスなど新たな技術を活用した被災状況調査などが

行われた。人口減少下における今後の行政の在り方を考える上で、一つ

の道標となり得るのではないだろうか。 

我が国は、どのような地域であっても自然災害のリスクが存在し、特

に近年は、災害が激甚化・頻発化している。こうした中で、今回の能登

半島地震により被害を受けた地方自治体は、自らの地域を、そして、そ

の地域に生きる住民の生活や生業を守り、再建するために、今も懸命の

努力を続けている。災害時に、被災者の生活や生業を再建すること、そ

して地域の再生に取り組むことは、地域における行政を広く担ってきた

地方自治体の極めて大きな役割であり、インフラの整備等を通じた物理

的な強靭化のみならず、地域における「自治」の力を強くしていくこと

こそが、災害対応においては、何よりも肝要であると改めて痛感させら

れた。 

一方、少子化による人口減少や団塊の世代及び団塊ジュニアの高齢化
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に伴う本格的な高齢化社会の進展等による資源制約等を踏まえつつ、多

様化・複雑化する地域の行政ニーズに応えるためには、公共私の力を結

集して適切な役割分担のもと連携していくこと、社会全体のデジタル・

トランスフォーメーション（ＤＸ）の進展に適応し新たな技術の力を地

域の課題解決に活かしていくこと、圏域の設定などによる広域連携の深

化・強化なども今日の地方自治体に求められている。 

また、令和５年 12 月の第 33 次地方制度調査会答申においては、大規

模な災害等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における行政の在

り方、ＤＸが進展する中での行政の在り方、そのいずれを検討する際に

おいても、コミュニケーション・情報共有がその中核をなす要素である

と改めて指摘されている。 

今後も、住民とのコミュニケーションを通じて、地域の課題に総合的・

包括的に関わっていくべき地方自治体が十分にその役割を果たせるよ

う、地方行財政基盤の確立が重要であり、そのために、国は、万全の措

置を講じることが必要不可欠である。 

近く、政府はいわゆる「骨太の方針」において、経済財政運営と改革

の基本方針を示すこととしている。 

こうした状況に鑑み、当審議会は、目指すべき地域の姿と地方財政の

在り方を掲げた上で、地域経済の好循環及び持続可能な地域社会を実現

するための地方税財政改革に対する考え方を示すこととした。 
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第一 目指すべき地方財政の在り方 

 

１．目指すべき地域の姿 

 

どのような地域であっても、どの時代に生まれても、住民に安心と安

全、そして満足度を高めて幸せをもたらし、社会経済の変化にも対応す

る持続可能な地域社会が、目指すべき地域の姿である。 

我が国における住民への身近な行政サービス提供の担い手である地

方自治体（資料１）が、社会経済情勢の大きな変化に柔軟かつ的確に対

応し、人々の生活に必要なサービスを安定的、持続的に提供していくこ

とが、住民の生活を守り、住民が幸せに暮らすことができる持続可能な

地域社会の実現につながる。このような目指すべき地域の姿の実現に資

する地方税財政制度を構築することが重要である。 

 

２．持続可能な地方税財政基盤の構築 

 

地方自治体が、住民生活に身近なサービスを安定的、持続的に提供し

た上で、それぞれの地域の実情に応じて、創意工夫を凝らしながら持続

可能な地域社会を構築していくための取組を進めていくためには、持続

可能な、確固たる税財政基盤の構築が不可欠であり、地方自治体が自ら

の判断で自由に使うことのできる地方税や地方交付税等の一般財源の

総額を適切に確保していく必要がある。一般財源をどの程度確保できる

かが、地方の円滑な財政運営の可否に直結する。 

その際、地方税の充実確保を図るとともに、東京一極集中が続く中、

行政サービスの地域間格差が過度に生じないよう、地方自治体間の税収

の偏在状況や財政力格差の調整状況等を踏まえつつ、税源の偏在性が小

さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組むべきである。 

その上でなお生じる税源の偏在に関しては、全国どのような地域であ

っても、一定水準の行政サービスを確保するために必要な財源を保障す

る地方交付税の機能が、引き続き適切に発揮されることが必要である

（資料２）。このため、地方交付税の総額を適切に確保すべきである。 
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３．地方財政の健全化 

 

持続可能な地方税財政基盤の構築が重要である一方、近年の地方財政

の状況をみると、これまで厳しい歳出抑制を行ってきてもなお、平成８

年度以降、継続して地方交付税法第６条の３第２項の規定に該当する巨

額の財源不足が生じている（資料３）。また、近年における地方の債務

残高は、全体として減少傾向にあるとはいえ、なお 180 兆円近い規模で

推移している。その中でも、臨時財政対策債の残高は、平成 13 年度の

制度創設以降、右肩上がりに増加し、平成 30 年度末には約 54 兆円に至

り、令和６年度には税収の改善等を背景に減少したものの、年度末残高

は、なお約 46 兆円となる見込みである。加えて、交付税特別会計借入

金の残高は約 28 兆円あり、あわせて、地方の特例的な債務残高が約 74

兆円存在する（資料４）。 

地方財政の本来あるべき姿は、臨時財政対策債のような特例的な地方

債に依存せず、かつ、巨額の債務残高によって圧迫されない状態である。

令和６年度においては、臨時財政対策債の新規発行額は 4,500 億円と、

制度創設以来最少の額となったが、こうした特例的な地方債の新規発行

については、できる限り早期の解消を目指すべきである。その上で、巨

額に上る地方の特例的な債務残高の着実な縮減に、昨今の金利上昇の影

響にも留意しつつ、取り組んでいく必要がある。 

このため、地域経済の好循環を通じた地方税等の自主財源の増加に努

めるとともに、引き続き、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこ

とが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

第二 民間の賃上げや物価高への対応等 

 

我が国においては、地方自治体は、多くの行政サービスの提供主体と

して住民との結節点となっており、国と比べ、公務員の数が多いことや、

行政サービスを提供する施設数が多く、地方自治体のサービス・施設管

理等に係る委託費も多額に上ることから、地域における「賃金と物価」

の好循環の実現のためには、民間給与や物価の動向を踏まえ、必要な経

費を地方財政計画に適切に反映することが重要である。 

令和６年度地方財政計画においては、令和５年人事委員会勧告に伴う

給与改定に要する経費や、会計年度任用職員の勤勉手当の支給に要する

経費等について、所要額が計上されたところであるが、物価高を上回る

持続的で構造的な賃上げの実現のための取組が進められ、今後も民間給

与の継続的な上昇が見込まれる中で、地方自治体においては、人事委員

会勧告を踏まえつつ、地域における民間給与等の状況を勘案して適切に

対処するとともに、国においては、地方財政計画に必要な経費を適切に

計上する必要がある。また、会計年度任用職員の給与改定に要する経費

についても、引き続き、地方財政計画への適切な計上が必要である。 

また、世界的なインフレ率の高止まり等を背景とする輸入物価の上昇

に端を発する物価高の継続が、国民生活等に影響を与えている状況にお

いて、令和６年度地方財政計画においては、学校、福祉施設、図書館、

文化施設など自治体施設の光熱費の高騰や、ごみ収集、学校給食など地

方自治体のサービス・施設管理等の委託費の増加への対応として、令和

５年度に引き続き、地方財政計画の一般行政経費（単独）において 700

億円が増額計上されたところである。 

政府として、賃金上昇やコストの適切な価格転嫁を伴う「賃金と物価」

の好循環の実現を目指し、下請取引適正化をはじめとする中小企業の価

格転嫁対策などの適切な価格転嫁を進めるための取組を推進している

中で、地方自治体の施設管理や様々なサービスに係る民間への委託料等

についても、適切な転嫁を進める観点からも、引き続き、物価上昇を踏

まえた適切な対応が必要である。 
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第三 令和６年能登半島地震への対応等、安全・安心の確保のための 

防災・減災及び国土強靱化の推進等と消防防災力の強化 

 

１．令和６年能登半島地震への対応等 

 

昨今の災害の発生状況等を踏まえ、地方自治体は、有事の際の備えと

して、財政調整基金等への積立など将来を見据えた対応を行っていると

ころであるが、近年は、災害そのものが激甚化・頻発化してきているこ

と、また、今回の能登半島地震のように財政力が低い地域が災害により

特に大きな影響を受けることがあり得ること等を踏まえると、災害時に

おいて、その影響を受けた地方自治体の財政運営に支障が生じないよう、

適切な地方財政措置を講じることが重要である。 

令和６年１月に発生した能登半島地震への対応については、一般会計

予備費の使用等の国の予算上の対応に加え、１月 25 日に、被災者の生

活と生業支援のためのパッケージが取りまとめられ、「地方公共団体に

おける住民支援や行政機能の維持及び復旧・復興のために必要となる

様々な財政需要を的確に把握し、適切に地方財政措置を講じる」ことと

されたこと等を踏まえ、これまでに災害廃棄物処理事業、なりわい再建

事業、上下水道の災害復旧事業、宅地液状化防止事業等に対する地方財

政措置の拡充が行われたところである。引き続き、被災自治体の実情を

丁寧に把握し、適切に地方財政措置を講じるべきである。 

また、復興基金に対する地方財政措置については、これまで極めて大

きな災害が発生し、復興に相当の期間を要すると見込まれ、各年度の措

置では対応が難しい場合に、個別の国庫補助を補い、国の制度の隙間の

事業について対応する例外的な措置として実施してきた。こうした復興

基金に対する地方財政措置を、石川県に対して行うと表明されたことは、

その被害状況等を踏まえれば、適切な対応である。石川県以外の被災自

治体についても、液状化等の被害があることから、その財政運営に支障

が生じないよう、引き続き、その実情を丁寧に把握し、適切な地方財政

措置を講じるべきである。 
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２．安心の確保のための防災・減災、国土強靭化の推進等 

 

（１）安全・安心の確保のための防災・減災、国土強靭化の推進 

 

近年、地震、豪雨、高潮、暴風など、自然災害が激甚化・頻発化する

状況において、住民の安全・安心を守る地方自治体の役割はますます高

まっており、様々な自然災害に備えるための防災・減災対策に、これま

で以上に積極的に取り組んでいくことが求められている。 

現在、令和３年度から令和７年度までを期間とする「防災・減災、国

土強靱化のための５か年加速化対策」に取り組んでいるところであり、

本対策に基づき行われる事業に係る地方負担については、引き続き、防

災・減災・国土強靱化緊急対策事業債等により適切に財政措置を講じる

べきである。 

また、地方自治体が、本対策と連携しつつ、地方単独事業による取組

を推進できるよう、緊急防災・減災事業債や緊急自然災害防止対策事業

債について、地域の防災対策の実情やニーズ等を踏まえ、必要に応じて

措置の拡充も検討しつつ、引き続き、適切に財政措置を講じるべきであ

る。緊急浚渫推進事業債については、令和６年度までが事業期間とされ

ているが、実際に豪雨時に河川氾濫や浸水被害などが発生しなかったと

いった防災上の効果が広く認識され、活用実績は年々増加している。同

事業債の令和７年度以降の在り方について、地方自治体の取組状況等を

踏まえ、適切に検討すべきである。 

各地方自治体は、自然災害から住民の生命と財産を守るため、こうし

た財政措置を積極的に活用し、防災・減災、国土強靱化対策に集中的に

取り組む必要がある。 

 

（２）上下水道の地震対策の推進 

 

能登半島地震では、最大約 14 万戸で断水が発生するなど上下水道施

設に大きな被害が発生し、生活に必要不可欠なライフラインとして、上

下水道の重要性が改めて認識されることとなった。 
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また、上下水道施設の耐震化については、令和３年度から令和７年度

までを期間とする「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」

において、水道及び下水道の管路の耐震化に係る数値目標を掲げて取組

が行われているが、管路の耐震化率は他のライフラインに比べて低位と

なっている。 

こうしたことを踏まえ、水道・下水道事業それぞれの現状を分析し、

耐震化をはじめとした災害に強く持続可能な上下水道の整備をどのよ

うに進めていくのか、地方自治体への支援の在り方を含めて速やかに検

討すべきである。 

 

３．消防防災力の強化 

 

令和６年能登半島地震をはじめとする災害の最前線で国民の生命・財

産を守る消防の役割は近年益々増大しており、消防防災力の強化を図る

ことが重要である。 

具体的には、緊急消防援助隊について、小型軽量化された車両・資機

材の整備や関係機関との連携強化等により、迅速な進出と効果的な活動

に向けた体制整備を推進すべきである。 

加えて、大規模火災を踏まえた新技術等の導入・普及促進や官民連携

による革新的技術の実用化に向けた研究開発の推進、災害時の通信体制

の強化等による消防防災対策の強化も必要である。 

また、大規模災害時には常備消防だけでは対応できない場合もあるな

ど地域に密着した消防団の役割は極めて大きい。そのため、大規模災害

等に備えた車両・資機材・拠点施設等の充実強化等を進めるとともに、

団員の一層の確保に向けた企業との連携等による入団促進を積極的に

行っていくべきである。 
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第四 地域経済の好循環及び持続可能な地域社会の実現に向けた取組 

 

今後本格的な人口減少・少子高齢化が進むと見込まれる中で、現在、

我が国においては、国・地方が総力を挙げて、地域経済の好循環及び持

続可能な地域社会の実現に向けた取組を進めているところであるが、地

方財政は国の財政と並ぶ公経済における車の両輪として、重要な位置を

占めており、地方においても、その効果が地域のすみずみまで行き渡る

よう、積極的に取組を推進することが重要である。 

 

１．地域における人への投資等 

 

ＤＸ、ＧＸといった大きな変革の波の中にあって創造性を発揮するた

めには、人の重要性が増しており、人への投資の強化が必要である。 

全国的に官民でデジタル人材が不足する中で、地域ＤＸを推進するた

めには、デジタル人材の確保が大きな課題となっている。そのため、す

べての都道府県において速やかに、市町村と連携したＤＸ推進体制を構

築し、その中で市町村の求めるＤＸ支援のための人材プール等の必要な

機能を確保できるよう、人材確保・育成のノウハウの提供、アドバイザ

ーの派遣、好事例の横展開、財政措置などの強化を検討すべきである。 

地域におけるリスキリングの推進については、令和５年度から、地方

財政措置が講じられており、地方自治体においては、各都道府県に組織

されている地域職業能力開発促進協議会における協議を踏まえ、地域に

必要な人材確保のため、デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキ

リングの推進に、引き続き継続的に取り組むことが必要である。 

また、地域経済の好循環の実現のためには、その地域経済における影

響も踏まえ、地方自治体においても、民間給与の上昇を踏まえた地方公

務員の給与改定の実施や、物価上昇を踏まえた地方自治体の施設管理や

様々なサービスに係る民間への委託料等の増額など、適切な対応が必要

である。 

地方公務員の人材育成・確保については、複雑・多様化する行政課題

に対応する上で、その重要性は以前にも増して高まっていることから、
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令和５年 12 月に国において「人材育成・確保基本方針策定指針」を策

定するとともに、令和６年度から、地方自治体が複雑・多様化する行政

課題に対応できる人材を育成するための研修経費に対して地方財政措

置を講じたところである。引き続き、地方自治体においては、リスキリ

ングやスキルアップによる計画的・体系的な人材の育成や、多様な人材

の採用等を戦略的に進めることが重要である。 

なお、教員の働き方改革に関しては、依然として教員の長時間勤務が

課題となっており、中央教育審議会の特別部会において、時間外勤務手

当の代わりに支給されている教職調整額の見直し等を盛り込んだ総合

的な方策が取りまとめられたところである。教員の処遇改善については、

職務の負荷に応じたメリハリある給与体系とするなど、地方の意見を十

分に踏まえつつ、その財源確保の在り方も含めて検討した上で、所要の

財源を確保する必要がある。 
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２．地域経済の活性化等を通じた地域経済の好循環の実現 

 

（１）デジタル田園都市国家構想等の実現 

 

デジタル田園都市国家構想の実現により、少子高齢化や過疎化といっ

た地域社会が抱える様々な課題の解決につながることへの期待は大き

く、地方自治体においては、「デジタル田園都市国家構想基本方針」（令

和４年６月７日閣議決定）に基づき策定された「デジタル田園都市国家

構想総合戦略」（令和４年 12 月 23 日閣議決定）を踏まえつつ、目指す

べき地域像を再構築した上で、構想の実現に向けた取組を推進していく

ことが求められる。 

国においては、地方自治体が、地域の実情に応じ、少子化に歯止めを

かけ、地域の人口減少がもたらす諸課題を克服し、将来にわたる成長力

の確保を目指す地方創生の推進に自主的・主体的に取り組むとともに、

地域が抱える課題のデジタル実装を通じた解決に取り組めるよう、支援

すべきである。 

令和６年度の地方財政計画において、「デジタル田園都市国家構想事

業費」として、１兆 2,500 億円が計上されたところであるが、地方創生

は息の長い取組が必要であること等を十分踏まえて、今後も、引き続き

地方財政計画に所要額を計上し、適切に地方財政措置を講じるべきであ

る。 

加えて、地方への人の流れの創出・拡大に資するよう、地域おこし協

力隊や地域活性化起業人等の取組の更なる推進に取り組むべきである。

具体的には、「地域おこし協力隊」について、令和８年度までに現役隊

員数を 10,000 人まで増やす目標に向け、応募者数の増加や隊員・地方

自治体双方へのサポートの充実を図るほか、都市部の企業の社員を地域

活性化の即戦力として活用する「地域活性化起業人」について、副業型

も含め、三大都市圏の企業への周知広報など、制度の更なる活用に向け

た取組を強化する必要がある。 

さらに、ローカルスタートアップ支援制度による地域の経済循環の促

進、地域の暮らしを守る地域運営組織の持続的な運営支援等に取り組む
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べきである。 

また、自治体行政におけるＤＸの推進については、国は、自治体フロ

ントヤード改革のモデル事業や先進・優良事例の横展開等を通じて、引

き続き、取組を強力に推進すべきである。マイナンバーカードの普及と

利活用促進については、地方のＤＸの基盤となるものであることから、

必要な情報セキュリティを確保しつつ、引き続き、着実に進めていくこ

とが重要である。 

なお、地域振興に資する民間投資を一層促進するため、令和６年度に

おいて融資比率の引上げ等を実施したふるさと融資制度について、更な

る活用を図り、多様な地域課題・政策課題の解決に繋げていくべきであ

る。 

 

（２）デジタル行財政改革への対応 

 

急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で行財政の在り方を

見直し、デジタル技術を最大限に活用して公共サービス等の維持・強化

や地域経済の活性化を図る、デジタル行財政改革の取組が進められてい

る。 

従来、情報システムの標準化・共通化の取組については、財源面を含

め国が主導的な支援を行うこととされており、令和５年度補正予算（第

１号）において、標準準拠システムへの移行に要する経費について追加

措置されたところであるが、令和７年度末までの移行の難易度が極めて

高いと考えられるシステム等の移行経費についても、引き続き、国の責

任において全額国費により必要な措置を講じるべきである。また、地方

公共団体情報システムの標準化に関する基本方針（令和５年９月８日閣

議決定）において、ガバメントクラウドの利用料に関し、「ガバメント

クラウドの利用に応じて地方公共団体が負担する」こととされ、その負

担方法については、「利用料等の見通しや先行事業等での検証結果など

を明らかにした上で、デジタル庁、総務省、財務省、地方公共団体等が

協議して検討」するとされたところであり、利用料等の運用経費の見通

しや、その負担方法については、十分に地方自治体の意見も踏まえなが
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ら検討を進めるべきである。 

現在、デジタル行財政改革会議においては、従来の情報システムの標

準化・共通化の取組に加え、国と地方が協力して共通システムを開発し、

それを幅広い自治体が利用する仕組みを広げていくことを目指し、議論

が行われており、本年６月までに「国・地方デジタル共通基盤の整備・

運用に関する基本方針」を取りまとめることとされているが、システム

の共通化を検討するに当たっては、地方の意見を十分に踏まえることが

必要である。その際、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に係る費

用負担については、国・地方双方に効果をもたらすことから、地方自治

体が負担することを原則としつつ、必要に応じて国において適切な支援

を行うべきである。 

また、地方自治体が、デジタル行財政改革の取組を着実に進められる

よう、適切に地方財政措置を講じるべきである。 

 

（３）地域におけるＧＸの推進 

 

地方自治体による地域におけるＧＸの取組を支援するため、令和６年

度には、環境省において地域脱炭素移行・再エネ推進交付金が増額計上

されるなど、関係省庁において必要な予算が計上されたほか、令和５年

度に創設された脱炭素化推進事業債について、再生可能エネルギーの地

産地消を一層推進するため、拡充することとされた。また、総務省と地

方公共団体金融機構との共同事業である「経営・財務マネジメント強化

事業」において、ＧＸアドバイザーを派遣する制度が追加された。 

今後も、地方自治体が地域におけるＧＸの取組を着実に進められるよ

う、適切に財源を確保するとともに、それぞれの分野を所管する関係省

庁が連携して、優良な取組事例を収集・共有するなど地方自治体の取組

を支援すべきである。地方自治体においては、これらを活用し、地域に

おけるＧＸに積極的に取り組んでいくことが求められる。特に、過疎地

域においては、豊富に存在する未利用の再エネを有効活用することによ

り、こうした地域における経済循環や日本全体の脱炭素化の促進等が期

待されることから、令和６年度に創設された過疎対策事業債の「脱炭素
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化推進特別分」も、積極的に活用しつつ、地域におけるＧＸの取組を進

める必要がある。 
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３．こども・子育て政策の強化 

 

令和５年の出生数は 75 万 8,631 人で、前年の 79 万 9,728 人より４万

1,097 人減少し、過去最少を更新している。若年人口が急速に減少する

2030 年代に入るまでが、少子化傾向を反転させることができるかどう

かの重要な分岐点であり、2030 年までがラストチャンスであるとされ

ている。こうした基本的考え方に基づき、これまでにない規模で、全て

のこども・子育て世帯を対象にライフステージ全体を俯瞰して、切れ目

ない子育て支援の充実を図るとともに、共働き・共育てを推進していく

ための総合的な対策を推進するため、国は「こども未来戦略」（令和５

年 12 月 22 日閣議決定）を策定した。 

地方自治体は、児童手当等の経済的支援や保育等の現物サービスとい

った、こども・子育てサービスの多くを提供する主体であり、現場とし

てこども・子育て政策の充実に果たす役割が極めて大きい。こうしたこ

とから、こども・子育て政策の強化は国と地方が車の両輪となって取り

組んでいくべきである。「こども未来戦略」の「こども・子育て支援加速

化プラン」に基づき全国的に実施する事業について、令和６年度におい

ては、地方負担の全額が地方財政計画の歳出に計上されたが、「こども・

子育て支援加速化プラン」は令和８年度までの３年間で大宗を実施する

こととされており、令和７年度以降においても地方負担は増加すると見

込まれることから、全国の地方自治体が着実にその役割を果たすことが

できるよう、国は、地方財政計画の歳出に所要額を計上し、所要の財源

を引き続き安定的に確保すべきである。 

また、地方自治体がこども・子育て政策の地方単独事業を実施できる

よう、令和６年度においては、ソフト事業（現物給付事業）分として地

方財政計画の一般行政経費（単独）において 1,000 億円が増額計上され

るとともに、ハード事業分として投資的経費（単独）に新たに「こども・

子育て支援事業費」が 500 億円計上され、こども・子育て支援事業債が

創設されたところである。地方自治体が地域の実情に応じて自らの創意

工夫により行う独自のこども・子育ての取組などについても、補助事業

とともに実施されることにより、少子化対策に更なる効果を発揮するも



 

16 

のである。地方自治体においては、これらも踏まえ、こども・子育て政

策の強化に取り組んでいくことが望まれる。 

加えて、普通交付税の道府県分・市町村分の基準財政需要額に、測定

単位を「18 歳以下人口」とする新たな算定費目「こども子育て費」が創

設されたことは、普通交付税の算定に当たり、地方自治体が実施するこ

ども・子育て政策の全体像を示し、こども・子育て政策に係る基準財政

需要額の算定をより的確なものとする観点から適切である。その上で、

こどもが少ない地方自治体においても、こども・子育て政策に係る取組

を着実に実施する必要があることから、算定に当たっては、こうした団

体に適切に配慮すべきである。 

児童虐待防止対策に関しては、「新たな児童虐待防止対策体制総合強

化プラン」（令和４年 12 月 15 日児童虐待防止対策に関する関係府省庁

連絡会議決定）において、児童虐待防止対策の強化を図るため、児童相

談所の児童福祉司を令和６年度までに約 1,060 名、児童心理司を令和８

年度までに約 950 名それぞれ増員することとされており、このプランに

基づき、令和６年度は、所要の地方財政措置が講じられている。各地方

自治体においては、児童相談所の体制強化に積極的に取り組んでいくこ

とが求められる。国においては、採用活動の支援など、地方自治体の体

制強化に向けて、適切に支援することが必要である。 
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４．少子化・人口減少を見据えた広域連携の推進、持続可能な地域コミ

ュニティの形成及び公共施設等の適正管理 

 

（１）少子化・人口減少を見据えた広域連携の推進、持続可能な地域コ

ミュニティの形成 

 

我が国では、人口構造の変化により、人手不足や人口急増期に集中的

に整備してきたインフラの老朽化などの課題が顕在化している。将来の

人口構造の姿を指し示す出生数は、近年、想定を上回るペースで減少を

続けており、課題の深刻化が見込まれる。地方自治体が持続可能な形で

行政サービスを提供し、住民の暮らしを支えていくためには、行政需要

や経営資源に関する長期的・客観的な変化・課題を見通し、住民等と議

論を重ね、ビジョンを共有した上で、地域や組織の枠を越えて、それぞ

れの資源を融通し合い、他の地方自治体や多様な主体と連携・協働して

いく視点が一層重要である。 

国においては、資源制約に対応していくために、複数の地方自治体が、

専門人材の確保・育成や公共施設の集約化・共同利用に連携して取り組

むための環境整備を図ることが重要である。こうしたことを踏まえ、令

和６年度から、都道府県等が市町村に専門人材を派遣する際の経費に対

して地方財政措置を講じており、地方自治体においては、こうした措置

を活用し、専門人材の確保等に係る地方自治体相互間の連携を推進して

いく必要がある。連携中枢都市圏・定住自立圏の取組の深化や複数の市

町村による「地域の未来予測」の作成及び「目指す未来像」の議論も進

むよう、引き続き、適切に地方財政措置を講じるべきである。さらに、

地域運営組織をはじめとした地域コミュニティを持続可能なものとす

るため、その基盤となる自治会等を活性化させる地方自治体の取組に対

し、適切に地方財政措置を講じるべきである。特に、市町村が、地域の

多様な主体と連携・協働して地域課題の解決に取り組む団体を指定し、

支援する取組について、積極的に後押ししていくべきである。 
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（２）公共施設等の適正管理 

 

過去に建設された公共施設等が一斉に更新時期を迎えており、国土強

靱化の観点からも、公共施設等の老朽化に適切に対応していく必要があ

る。地方財政が極めて厳しい状況において、必要な対策を着実に実施す

るためには、各地方自治体が、中長期的な視点に立って、公共施設等の

計画的な集約化・複合化や長寿命化対策等を推進することにより、トー

タルコストを縮減し、財政負担を軽減・平準化していくことが重要であ

る。 

地方自治体の公共施設等の適正管理の取組を支援するために設けら

れた公共施設等適正管理推進事業債については、令和８年度までが事業

期間とされており、国においては、同事業債の活用策、取組事例等の周

知を行うなど、広く地方自治体の取組を後押しすべきである。あわせて、

将来的な人口構造の変化への対応が深刻な課題であることを踏まえる

と、複数自治体による広域的な公共施設の集約化・共同利用など、適正

管理を進めるための取組を更に強化する必要がある。 
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５．全世代型社会保障構築を目指す改革 

 

こども・子育てに加え、医療、介護等の社会保障施策の多くは、住民

に身近な地方自治体により実施されており、地方自治体の果たす役割は

極めて大きい。令和５年 12 月 22 日に閣議決定された「全世代型社会保

障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」において、「医療・介護制度等

の改革」についても、「時間軸」に沿った今後の取り組むべき課題が示

されている。今後、着実に取組を進めるに当たっては、引き続き、国と

地方が連携しながら、それぞれの役割を果たしていくべきである。 

2025 年を目指した地域医療構想の実現に向けては、医師偏在対策、医

療従事者の働き方改革も含めて一体的に推進することが重要である。令

和６年度は一部の区域において、国の伴走支援のもと、都道府県が改め

て必要な検証、見直しを行うこととされており、引き続き国と地方が持

続可能な地域医療提供体制の確保に向けた取組を進める必要がある。 

国民健康保険については、都道府県が財政運営の責任主体となる制度

となり、財政支援の拡充が行われたことを踏まえ、各地方自治体は、決

算補塡を目的とする法定外の一般会計からの繰入金等の計画的な解消

に向けた取組を推進することが適当である。また、都道府県内保険料水

準の統一に向けては、各都道府県の取組状況の分析、先進・優良事例の

横展開に取り組むことが重要である。 

なお、国民健康保険制度における普通調整交付金については、制度の

基盤となる仕組みであり、見直しの議論をする場合は、所得調整機能を

維持する観点から、慎重に検討すべきであり、地方の意見を十分に踏ま

えることが必要である。 

介護保険制度については、軽度者への生活援助サービス等に関する給

付の在り方について検討を行うに当たって、地方の意見を十分に踏まえ

ることが必要である。 
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第五 一般財源総額の確保等 

 

１．今後の地方歳出の構造の変化 

 

地方自治体が行政サービスを安定的に提供していくためには、少子高

齢化・人口減少への対応など増大する行政需要に対して、必要な歳出を

適切に地方財政計画に計上することが必要である。 

地方財政計画における近年の歳出の推移を見ると、国の制度に基づく

社会保障関係費の増加を、給与関係経費や投資的経費（単独）の削減で

吸収してきており、歳出総額は、ほぼ横ばいで推移してきた（資料５）。 

社会保障関係費については、2025 年に団塊の世代（1947～49 年生ま

れ）全員が 75 歳以上の後期高齢者に移行することに伴う急激な増加が

続くと見込まれている。その中でも、介護・医療等の経費がこれまで以

上に増加することが見込まれており、国の法令や制度に基づいて義務的

に生じる地方負担はますます大きくなることが想定される。 

一方、給与関係経費、投資的経費や公債費については、これまでの傾

向に変化が生じている。 

まず、給与関係経費については、既に相当の職員削減が行われてきた

中で（資料６）、ＤＸ・ＧＸの推進、相次ぐ自然災害への対応や防災力

の強化、地域における健康危機管理体制の強化、児童虐待防止対策とい

った行政需要の増加に適切に対応していくための人材を確保していく

必要がある。また、物価高を上回る持続的で構造的な賃上げの実現のた

めの取組が進められ、今後も、民間給与の継続的な上昇が見込まれる中

で、地方自治体においても、人事委員会勧告等を踏まえつつ、地域にお

ける民間給与等の状況を勘案して適切に対処するとともに、国において

は、地方財政計画に必要な経費を適切に計上する必要がある。 

また、施設管理や様々なサービスに係る民間への委託料についても、

地方自治体が物価高騰の影響や民間の賃上げの動きを適切に反映させ

ることは、地方公務員の給与改定とあわせて、地域経済の好循環を実現

するために重要であり、所要の財源を確保する必要がある。 

投資的経費については、公共施設等の老朽化に伴う集約化・複合化や
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長寿命化対策等の適正管理、維持補修や更新投資に加え、防災・減災、

国土強靱化事業に対する財政需要の増加が見込まれる（資料７）。 

さらに、公債費については、これまで減少傾向にあったものの、国内

外の金融政策や物価の動向等の影響により、足下では金利が上昇し、こ

れまでの低金利環境に変化が生じている。ひとたび金利が上昇すれば、

利払費が年を追うごとに増加し、その影響が長期に及ぶことから、金利

の上昇による地方財政への影響は長期にわたって生じることに留意す

ることが必要である。これに加えて、中長期的には、公共施設等の老朽

化対策や防災・減災、国土強靱化等に係る取組のための投資的経費が増

加することにより、今後は減少しない可能性があり、その影響を踏まえ

た適切な地方財政計画への計上が必要である。 

このように地方歳出の構造は、社会保障関係費の増加を、給与関係経

費、投資的経費（単独）や公債費の削減・減少で吸収するという平成 10

年代以降続いてきた構造から大きく変化してきており、今後、喫緊の課

題への取組も求められる中で、このような変化を踏まえた対応が求めら

れる。 
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２．一般財源総額の確保 

 

「経済財政運営と改革の基本方針 2021」（令和３年６月 18 日閣議決

定）において、令和４年度から令和６年度までの３年間について、「交

付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額に

ついて、2021 年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水

準を確保する」こととされており、本年は、令和７年度以降の扱いが議

論されることとなる。 

地方自治体が行政サービスを安定的に提供し、日々直面する行政課題

に対応していくためには、地方自治体の財政面での将来不安を取り除き、

各地方自治体が予見可能性を持ちながら、計画的かつ安定的に財政運営

を行うことができるようにすることが極めて重要である。 

令和７年度以降においても、地方自治体の予見可能性や地方財政の安

定化に留意しつつ、給与関係経費の増加や社会保障関係費の増加に加え、

地域経済の好循環及び持続可能な地域社会の実現のために必要な行政

需要を適切に地方財政計画の歳出に計上するとともに、地方歳出の構造

変化を十分考慮した上で、必要な一般財源総額を確保していかねばなら

ない。 
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３．地方財政計画及び地方交付税の役割等 

 

国と地方の財政の違い、地方の財源不足を巡る議論、地方財政計画の

基本的役割、同計画における計画と決算の比較、枠計上経費についての

考え方及び地方交付税の役割等については、これまで累次の当審議会意

見で述べてきたとおりであり、今後も、これまで示してきた意見に沿っ

て、適切に対応される必要がある。 

なお、令和４年度決算において、基金残高が増加したが、これは、法

人関係二税や固定資産税等の地方税収が当初見込みから増加したこと

を踏まえ、各地方自治体において、将来を見据えた財政運営として、災

害や公共施設の老朽化対策など、将来的に歳出増大が見込まれる様々な

行政課題への対応や、交付税の減額精算やコロナ関連の国庫支出金返還

といった制度的要因への備えのため、基金への積立を行ったことによる

ものである。基金残高が増加したことをもって地方財政に余裕があると

判断するのは適当ではない。今回の能登半島地震にみられたように、災

害が激甚化・頻発化する中で、迅速に住民の命や生活を守るために必要

な対策を講じる際や、新型コロナウイルス感染症対応の初期段階におけ

る国の補正予算に先んじて住民や事業者への緊急的な対策を講じる際

に財政調整基金等が活用されたことで、不測の事態における財源として

基金の意義が改めて認識されることとなったことを忘れてはならない。 
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おわりに 

 

本年度に施行 70 年を迎える地方交付税制度は、地方自治体間の財源

の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも合理的かつ妥当な行政サー

ビスが提供できるよう財源を保障する機能を有している。この制度は、

戦後の復興期、高度経済成長期、バブル経済期、その後のデフレ経済期

という様々な社会経済環境の中にあっても、変わらずその役割を果たし

てきた。 

我が国の経済は、３年以上にわたるコロナ禍を乗り越え、現在は緩や

かな回復基調にあり、長らく続いたデフレからの脱却が期待されている

が、一方で、我が国社会は、今後、本格的に人口減少・少子高齢化が進

むことが見込まれる。 

地方自治体は、人口減少・少子高齢化が更に進み、職員数の増加が見

込めない中でも、デジタル化をはじめとする技術を最大限活用しつつ、

公共サービスの質を維持・強化し、誰もが安心して暮らせる地域を守り

続けなければならない。 

そして、国は、地域を支える地方自治体が、直面する課題を乗り越え、

未来志向の前向きな政策に安んじて取り組めるよう、的確かつ万全の措

置を講じなければならない。 

本審議会として、改めて、国と地方の双方に対し、来たるべき将来に

向け、地域経済の好循環及び持続可能な地域社会を実現するという決意

と行動を期待したい。 
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2
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5
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7
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05010
0

15
0

20
0

H元
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
6
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
9
30
R元

2
3
4
5
6

交
付
税
特
会
借
入
金
残
高
（
地
方
負
担
分
）

公
営
企
業
債
残
高
（
普
通
会
計
負
担
分
）

臨
財
債
除
く
地
方
債
残
高

臨
財
債

地
方
の
借
入
金
残
高
(企

業
会
計
負
担
分
を
除
く
)/
G
DP

兆
円

年
度

臨
時
財
政
対
策
債

交
付
税
特
会
借
入
金
残
高

公
営
企
業
債
残
高

臨
時
財
政
対
策
債
を
除
く
地
方
債
残
高

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

（
参
考
）
公
営
企
業
債
残
高
（
企
業
会
計
負
担
分
）
の
状
況

年
度
H元

H2
H
3
H
4
H5
H
6
H7
H
8
H9
H1
0
H1
1
H1
2
H1
3
H1
4
H1
5
H1
6
H1
7
H
1
8
H1
9
H2
0
H2
1
H2
2
H2
3
H2
4
H2
5
H2
6
H2
7
H2
8
H2
9
H3
0
R
元
R2
R3
R4
R5
R6

公
営
企

業
債
残
高
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2
6
2
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2
4
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4
2
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2
3
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1

（
単
位
：
兆
円
）

資
料
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R
元
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4
5

6
年
度

（
兆
円
）

そ
の

他

公
債

費

投
資

的
経

費

社
会

保
障

関
係

費
等

の
一

般
行

政
経

費

給
与

関
係

経
費

地
方
財
政
計
画
の
歳
出
の
推
移

資
料
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0
R

元
2

3
4

総
職

員
数

人
件

費

＜
人

件
費

＞
（
兆

円
）

○
令

和
４

年
度

の
総

職
員

数
は

約
2
8
0
万

人
で

、
ピ

ー
ク

時
（H

6
：約

3
28

万
人

）
か

ら
約

48
万

人
（1

5
％

）
減

少
。

ま
た

、
同

年
度

の
人

件
費

（決
算

）は
23

.1
兆

円
で

、
職

員
数

の
純

減
等

に
よ

り
ピ

ー
ク

時
（
H

11
：2

7
.0

兆
円

）
か

ら
3.

9兆
円

（
1
4％

）
減

少
し

て
い

る
。

＜
総

職
員

数
＞

（
万

人
）

(年
度

）

地
方
公
務
員
の
総
職
員
数
・
人
件
費
の
推
移

資
料
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1
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1
5

H
1

1
1
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1
3

1
4

1
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1
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1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

R
元

2
3

4

投
資

的
経

費
（単

独
）

投
資

的
経

費
（補

助
）

○
投

資
的

経
費

の
決

算
は

、
過

去
20

年
間

で
単

独
・
補

助
と

も
に

約
６

割
に

減
少

し
て

い
る

が
、

近
年

は
、

防
災

・
減

災
、

国
土

強
靱

化
関

連
事

業
の

増
等

に
よ

り
増

加
傾

向
。

(年
度

）

投
資
的
経
費
の
推
移

資
料

７
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9

95
.2

10
5.

4

14
3.

9

1
1
4
.8

6
2
.9

37
.5

9.
8

11
.3

9.
3

1
0
.1

5
.8

0501
0015
0

2
00

2
50

日
英

仏
伊

３
カ

国
平

均

（英
・仏

・伊
）

Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ

平
均

（州
政

府
除

く
）

（出
典

）
O

E
C

D
デ

ー
タ

、
内

閣
府

「国
民

経
済

計
算

」よ
り

作
成

。
（注

１
）

日
本

に
つ

い
て

は
、

「国
民

経
済

計
算

」
20

22
年

度
年

次
推

計
の

数
値

を
使

用
。

ま
た

、
交

付
税

特
別

会
計

借
入

金
の

う
ち

、
地

方
負

担
分

で
あ

る
29

.6
兆

円
（
20

22
年

度
末

時
点

）は
、

地
方

の
債

務
残

高
に

含
め

て
い

る
。

（注
２

）
一

部
の

国
に

つ
い

て
は

、
暫

定
値

を
使

用
。

（注
３

）
O

E
C

D
平

均
に

つ
い

て
、

連
邦

国
家

の
場

合
、

地
方

政
府

に
州

政
府

を
含

め
て

い
な

い
。

ま
た

日
本

を
含

め
て

い
な

い
。

（％
）

国

地
方

国
が
地
方
の
約

1
1
倍

国
が
地
方
の
約

1
1
倍

国
が
地
方
の
約

6
倍

地
方

は
、

国
と

異
な

り
、

金
融

・
経

済
・
税

制
等

の
広

範
な

権
限

を
有

し
て

お
ら

ず
、

諸
外

国
で

も
地

方
の

財
政

赤
字

や
債

務
残

高
は

国
よ

り
も

大
幅

に
小

さ
い

。
地

方
は

一
定

の
プ

ラ
イ

マ
リ

ー
バ

ラ
ン

ス
の

黒
字

を
確

保
し

て
、

早
急

に
債

務
残

高
の

縮
減

を
図

る
べ

き
。

国
・
地
方
の
債
務
残
高
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
）
の
国
際
比
較
【
20
22
】

参
考

１
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R
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R
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R
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（兆
円

）

地
方

財
政

計
画

歳
出

総
額

（通
常

収
支

分
）

国
の

予
算

総
額

（一
般

会
計

）

国
の
予
算
総
額
と
地
方
財
政
計
画
歳
出
総
額
の
推
移

参
考

２

※
国

の
予

算
総

額
（
一

般
会

計
）
は

当
初

予
算

ベ
ー

ス



地
方

財
政

計
画

（
通

常
収

支
分

）
の

歳
出

の
大

部
分

は
、

補
助

・
地

方
単

独
と

も
に

、
小

中
高

教
職

員
・
警

察
官

等
の

人
件

費
や

社
会

保
障

関

係
費

な
ど

、
国

の
法

令
や

制
度

等
に

基
づ

く
経

費
で

あ
る

。

地
方
財
政
計
画
（
通
常
収
支
分
）
の
歳
出
の
分
析

補
助

等
6
1
.0

%

単
独

3
9
.0

%

直
轄

事
業

負
担

金
4
.6

%
補

助
4
2
.3

%
単

独
5
3
.1

%

一
般

行
政

経
費

（
単

独
）
は

社
会

保
障

な
ど

住
民

に
身

近
な

地
方

の
様

々
な

取
組

に
対

応

予
防

接
種

、
乳

幼
児

健
診

、
ご

み
処

理
、

警
察

・消
防

の
運

営
費

、
道

路
・
河

川
・
公

園
等

の
維

持
管

理
費

、
義

務
教

育
諸

学
校

運
営

費
、

私
学

助
成

、
戸

籍
・
住

民
基

本
台

帳
な

ど

清
掃

、
農

林
水

産
業

、
道

路
橋

り
ょ

う
、

河
川

海
岸

、
都

市
計

画
、

公
立

高
校

な
ど

給
与
関
係
経
費

20
2,
29
2

一
般
行
政
経
費

43
6,
89
3

投
資
的
経
費

11
9,
89
6

公
営
企
業
繰
出
金

23
,
20
2

そ
の

他
45
,
14
4直
轄
・
補
助

（
公
共
事
業
等
）

56
,2
59

地
方
単
独

63
,6
37

補
助

25
1,
41
7

地
方
単
独

15
3,
86
1

国
保
・
後
期
高
齢
者

14
,9
15

地
方

創
生

推
進
費
10
,
00
0

地
方
単
独

14
4,
72
1

51
,2
85

国
の
事
業
団
等
へ
の
出
資
金
等

1,
45
0

地
方

費

上
記

以
外

企
業
債
の
元
利
償
還
に
係
る
も
の

10
,1
43

13
,
05
9

地
方

財
政

計
画

（
令

和
６

年
度

）【
9
3兆

6,
38

8億
円

】

小
中

学
校

教
職

員
等

地
方

警
察

官
消

防
職

員
高

校
教

職
員

2
2
,2

81
1
2
,8

04
1
6
,2

00

児
童

福
祉

司
、

ケ
ー

ス
ワ

ー
カ

ー
、

公
立

保
育

所
保

育
士

等
の

福
祉

関
係

職
員

等

生
活

保
護

、
介

護
保

険
(老

人
ﾎ

ｰ
ﾑ

、
ﾎ

ｰ
ﾑ

ﾍ
ﾙ

ﾊ
ﾟｰ

等
)、

後
期

高
齢

者
医

療
、

障
害

者
自

立
支

援
等

国
保

都
道

府
県

繰
入

金
、

国
保

・
後

期
高

齢
者

保
険

基
盤

安
定

制
度

(保
険

料
軽

減
分

)、
国

保
財

政
安

定
化

支
援

事
業

（
注

）
小

・
中

学
校

、
ご

み
処

理
施

設
、

社
会

福
祉

施
設

、
道

路
等

の
事

業
で

、
い

わ
ゆ

る
国

庫
補

助
事

業
の

継
ぎ

足
し

単
独

や
補

助
事

業
を

補
完

す
る

事
業

等
、

国
庫

補
助

と
密

接
に

関
係

す
る

事
業

も
含

ま
れ

る
。

上
下

水
道

、
病

院
（
高

度
医

療
等

）等

（
単

位
：
億

円
）

地
方

費

地
方

費

地
方

費

地
域
社
会
再
生
事
業
費

4
,
20
0

補
助

57
,5
71

地
方

費

地
方

費

公
債

費
10
8,
96
1

国
費

15
,
84
9

地
方

費
41
,7
2
2

地
方

費

国
費

11
1,
42
1

地
方

費
1
39
,9
9
6

国
費

地
方

費

直
轄
事
業
負
担
金

地
方

費
93
,4
36

15
2,
41
1

地
方

費

地
方

費

デ
ジ
タ
ル

田
園
都
市

国
家
構
想

事
業
費

12
,5
00

5,
47
1

26
,3
77

24
,4
11

地
域
デ
ジ
タ
ル
社

会
推
進
費
2,
50
0

参
考
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地
方
財
政
計
画
の
役
割

地
方

交
付

税
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
２

１
１

号
）

（
歳

入
歳

出
総

額
の

見
込

額
の

提
出

及
び

公
表

の
義

務
）

第
七

条
内

閣
は

、
毎

年
度

左
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

翌
年

度
の

地
方

団
体

の
歳

入
歳

出
総

額
の

見
込

額
に

関
す

る
書

類
を

作
成

し
、

こ
れ

を
国

会
に

提
出

す
る

と
と

も
に

、
一

般
に

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
地

方
団

体
の

歳
入

総
額

の
見

込
額

及
び

左
の

各
号

に
掲

げ
る

そ
の

内
訳

イ
各

税
目

ご
と

の
課

税
標

準
額

、
税

率
、

調
定

見
込

額
及

び
徴

収
見

込
額

ロ
使

用
料

及
び

手
数

料
ハ

起
債

額
ニ

国
庫

支
出

金
ホ

雑
収

入
二

地
方

団
体

の
歳

出
総

額
の

見
込

額
及

び
左

の
各

号
に

掲
げ

る
そ

の
内

訳
イ

歳
出

の
種

類
ご

と
の

総
額

及
び

前
年

度
に

対
す

る
増

減
額

ロ
国

庫
支

出
金

に
基

く
経

費
の

総
額

ハ
地

方
債

の
利

子
及

び
元

金
償

還
金

【
地

方
財

政
計

画
の

役
割

】

①
地

方
団

体
が

標
準

的
な

行
政

水
準

を
確

保
で

き
る

よ
う

地
方

財
源

を
保

障

②
国

家
財

政
・
国

民
経

済
等

と
の

整
合

性
の

確
保

→
国

の
毎

年
度

の
予

算
編

成
を

受
け

て
、

予
算

に
盛

ら
れ

た
施

策
を

具
体

化
す

る
と

と
も

に
、

地
方

財
政

と
の

調
整

を
図

る
。

③
地

方
団

体
の

毎
年

度
の

財
政

運
営

の
指

針

し
た

が
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
よ

う
な

経
費

は
地

方
財

政
計

画
に

は
計

上
し

て
い

な
い

。

○
歳

入
：
超

過
課

税
、

法
定

外
普

通
税

、
法

定
外

目
的

税

○
歳

出
：
国

家
公

務
員

の
給

与
水

準
を

超
え

て
支

給
さ

れ
る

給
与

参
考

４



○
所

得
税

、
法

人
税

、
酒

税
、

消
費

税
の

一
定

割
合

及
び

地
方

法
人

税
の

全
額

と
さ

れ
て

い
る

地
方

交
付

税
は

、
地

方
公

共
団

体
間

の
財

源
の

不
均

衡
を

調
整

し
、

ど
の

地
域

に
住

む
国

民
に

も
一

定
の

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

財
源

を
保

障
す

る
た

め
の

も
の

で
、

地
方

の
固

有
財

源
で

あ
る

。

性
格
：
本
来
地
方
の
税
収
入
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
団
体
間
の
財
源
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
す
べ
て
の
地
方
団
体
が
一
定
の
水
準
を

維
持
し
う
る
よ
う
財
源
を
保
障
す
る
見
地
か
ら
、
国
税
と
し
て
国
が
代
わ
っ
て
徴
収
し
、
一
定
の
合
理
的
な
基
準
に
よ
っ
て
再
配
分
す
る
、

い
わ
ば
、
国
が
地
方
に
代
わ
っ
て
徴
収
す
る
地
方
税
で
あ
る
(固
有
財
源
)
。

（
参
考
）
平
成
１
７
年
２
月
１
５
日

衆
・
本
会
議
小
泉
総
理
大
臣
答
弁

地
方
交
付
税
改
革
の
中
で
交
付
税
の
性
格
に
つ
い
て
は
と
い
う
話
で
す
が
、
地
方
交
付
税
は
、
国
税
五
税
の
一
定
割
合
が
地
方
団
体
に

法
律
上
当
然
帰
属
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
地
方
の
固
有
財
源
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

総
額

：
所

得
税

・
法

人
税

の
３

３
.１

％
、

酒
税

の
５

０
％

、
消

費
税

の
１

９
.５

％
、

地
方

法
人

税
の

全
額

種
類

：
普

通
交

付
税

交
付

税
総

額
の

９
４

％

特
別

交
付

税
交

付
税

総
額

の
６

％

※
こ
の
他
、
東
日
本
大
震
災
の
復
旧
・
復
興
事
業
等
の
財
源
と
し
て
別
枠
で
確
保
す
る
震
災
復
興
特
別
交
付
税
が
あ
る

交
付

時
期

：
普

通
交

付
税

４
，

６
，

９
，

１
１

月
の

４
回

に
分

け
て

交
付

た
だ
し
、
大
規
模
災
害
に
よ
る
特
別
の
財
政
需
要
の
額
等
を
考
慮
し
て
繰
上
げ
交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

特
別

交
付

税
１

２
，

３
月

の
２

回
に

分
け

て
交

付

た
だ
し
、
大
規
模
災
害
に
よ
る
特
別
の
財
政
需
要
の
額
等
を
考
慮
し
て
繰
上
げ
交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

地
方
交
付
税
に
つ
い
て

参
考

５




